
 

三次市告示第７０号 

 

 

 三次市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

  令和２年３月２７日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は，地震等の際のブロック塀等の倒壊等による通行人への被害の防止

や迅速な避難のための経路を確保するため，道路等に面する倒壊等のおそれの

あるブロック塀等の除却工事又は建替工事を行う所有者等に対して，予算の範

囲内において，三次市ブロック塀等安全確保事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとする。その交付については，三次市補助金等交付規則

（平成１６年三次市規則第６５号。以下「規則」という。）に規定するものの

ほか，この告示に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

⑴ ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又は組積造（れんが，石，コ

ンクリートブロック等）の塀をいう。 

⑵ 軽量フェンス等 ネットフェンス，アルミフェンスその他これらに類する

ものをいう。 

⑶ 道路等 広島県が策定した広島県緊急輸送道路ネットワーク計画により設



 

定される緊急輸送道路及び小中学校に通う児童生徒が通学のために通行する

道路をいう。 

⑷ 所有者等 ブロック塀等の，所有者又は管理者をいう。 

⑸ 除却工事 原則として，敷地内における道路等に面するブロック塀等の全

てを除却する工事をいう。 

⑹ 建替工事 除却工事で除却するブロック塀等に対応するものと認められる

位置に設ける軽量フェンス等の新設工事をいう。 

（補助対象ブロック塀等） 

第３条 補助金の交付の対象となるブロック塀等（以下「補助対象ブロック塀等」

という。）は，本市の区域内に存するもので，次の各号のいずれにも該当する

ものとする。 

⑴ 国，地方公共団体その他の公共団体等が所有していないもの 

⑵ 道路等に面するもの 

⑶ 道路等の路面（以下「道路面」という。）からの高さが０．６ｍ以上のも

の（擁壁の上に設置されている場合は，当該ブロック塀等の部分の高さが０．

６ｍ以上のものに限る。） 

⑷ 安全性に係るチェックリスト（様式第１号）により，安全性が確認できな

いもの 

⑸ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定に明らかに違反していな

いもの 

（補助事業の要件） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の要件は，

補助対象ブロック塀等の除却工事又は建替工事とし，補助金の交付の決定を受

けた会計年度の２月末日までに事業を完了し，かつ，補助金の額の確定を受け

なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，補助金は

交付しない。 

⑴ 本市，国，本市以外の地方公共団体その他の公共団体等から補助金その他

これに類するものの交付を受ける場合 

⑵ 補助金の交付の決定を受ける前に契約及び着手した場合 



 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，補助金の交付が不適当と認められる事由があ

る場合 

（補助金の額） 

第５条 補助事業に係る補助金の額は，補助事業に要する費用（補助対象ブロッ

ク塀等の延長１メートルにつき８０，０００円を乗じて得た額を上限とする。）

の３分の２の額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは，その端数

は切り捨てる。）とし，次の各号に定める額を上限とする。 

⑴ 補助対象ブロック塀等の除却工事１５０，０００円 

⑵ 補助対象ブロック塀等の建替工事３００，０００円（除却工事に係る額の

上限１５０，０００円，新設工事に係る額の上限１５０，０００円） 

（補助対象者） 

第６条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 補助対象ブロック塀等の所有者等 

⑵ 市税及び料の滞納がない者 

（事前の協議） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者（以下「交付申請者」と

いう。）は，事前に市長と協議を行うものとする。 

（補助金の交付申請） 

第８条 交付申請者は，三次市ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書（様

式第２号）に次の各号に掲げる書類を添えて，市長に申請（以下「交付申請」

という。）しなければならない。 

⑴ 補助対象ブロック塀等の所有者等を確認できる書類（土地又は建物の登記

事項証明書で交付申請の日前３月以内に交付されたもの） 

⑵ 交付申請者以外の所有者がある場合は，交付申請に対する全員の同意書 

⑶ 補助対象ブロック塀等の管理者が交付申請する場合にあっては，所有者の

同意書及び管理の権限を有することを証する書類 

⑷ 安全性に係るチェックリスト（様式第１号） 

⑸ 付近見取図 

⑹ 配置図（敷地及び道路等に面している補助対象ブロック塀等の位置関係を



 

示すもの） 

⑺ 現況概略図（除却するブロック塀の高さ，厚さ，長さその他の事項を記載

したもの） 

⑻ 現況写真（全体及び傾き，著しい亀裂その他の損傷の有無等を確認するこ

とができるように撮影したもの） 

⑼ 新設する軽量フェンス等の配置図，立面図，基礎伏図，厚さその他形状及

び素材等を示すのに必要な図書（建替工事の場合に限る。）  

⑽ 収支予算書（様式第３号） 

⑾ 補助事業に要する費用の見積書又はその写し（補助対象外経費がある場合

は，当該経費の部分がわかるようにすること。） 

⑿ 三次市の徴収する税及び料の納付状況照会承諾書（様式第４号） 

⒀ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第９条 市長は，前条の交付申請を受理したときは，速やかに当該交付申請に係   

る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い，補助金を交付すると決定（以

下「交付決定」という。）したものについては三次市ブロック塀等安全確保事

業補助金交付決定通知書（様式第５号）により，補助金を交付しないと決定し

たものについては三次市ブロック塀等安全確保事業補助金不交付決定通知書

（様式第６号）により，交付申請者に通知するものとする。 

２ 補助金の交付に当たっては，次の条件を付するものとする。 

⑴ 交付決定の通知を受けた交付申請者は，速やかに補助事業に着手すること。 

⑵ この補助金は，補助事業に要する経費に充てること。 

⑶ 補助金の交付は，一の敷地につき，１回限りとすること。 

⑷ 補助事業に要する予算を変更し，又は補助事業の内容を変更しようとする

ときは，あらかじめ市長の承認を受けること。 

⑸ 補助事業が予定の期間内に完了しないとき，又は補助事業の遂行が困難と

なったときは，速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

⑹ 補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ市長の承認

を受けること。 

⑺ 補助事業が完了したときは，その日から３０日以内又は補助金の交付決定



 

を受けた会計年度の２月末日のいずれか早い日までに，市長に報告すること。 

⑻ 補助金の支払は，前項の報告を受理し，補助金の額を確定した後に行うも

のとすること。 

⑼ 補助事業について，領収証書等の書類及び交付決定通知書等の帳票は，補

助事業が完了した日の属する会計年度の終了後，５年間保存しておくこと。 

⑽ 第１８条第１項各号のいずれかに該当すると認められるときは，補助金の

全部又は一部の返還を命ずることがあること。 

⑾ その他，規則及びこの告示を遵守すること。 

（申請の取下げ） 

第１０条 交付申請者は，規則第８条第１項の規定により交付申請を取下げよう

とするときは，交付決定の通知を受領した日から起算して１０日以内に三次市

ブロック塀等安全確保事業交付申請取下届（様式第７号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（補助事業の変更等の承認） 

第１１条 補助事業者（補助金の交付決定を受け，補助事業を行う者をいう。以

下同じ。）は，補助金の交付決定後，第９条第２項第４号の変更（軽微な変更

を除く。）を行おうとするときは，遅滞なく三次市ブロック塀等安全確保事業

変更承認申請書（様式第８号）に変更の内容を明らかにする書類を添えて市長

に申請し，承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の申請を承認したときは，三次市ブロック塀等安全確保事業変

更承認通知書（様式第９号）により，その旨を補助事業者に通知するものとす

る。 

３ 補助事業者は，補助事業の中止又は廃止をしようとするときは，遅滞なく三

次市ブロック塀等安全確保事業中止（廃止）承認申請書（様式第１０号）を市

長に提出し，承認を受けなければならない。 

４ 第１項の軽微な変更は，補助事業の内容の変更（当初の補助事業の目的を変

更しない範囲のものに限る。）で，補助金の額に変更を生じないものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は，補助事業が完了したときは，三次市ブロック塀等安全

確保事業補助金実績報告書（様式第１１号）に次に掲げる書類を添えて，市長



 

に報告しなければならない。 

⑴ 補助事業の実施に関する契約書の写し 

⑵ 補助事業に要した費用の請求書の写し又は領収書の写し 

⑶ 補助事業の着手前，工事中及び完了時の工事写真 

⑷ 決算書（別記様式第１２号） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（是正の要求） 

第１３条 市長は，前条の報告があった場合において，補助事業の成果が交付決

定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは，補助事業者に対

し，これらに適合させるために必要な措置を講ずることを求めることができる。 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は，第１２条の報告があった場合において，当該報告に係る補助

事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは，

交付すべき補助金の額を確定し，その額を，三次市ブロック塀等安全確保事業

補助金額確定通知書（様式１３号）により，補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の支払い） 

第１５条 補助金の支払いは，前条に規定する補助金の額の確定後に行うものと

する。 

２ 補助事業者は，前条の規定による通知があった場合において，補助金の交付

の請求をしようとするときは，三次市ブロック塀等安全確保事業補助金交付請

求書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１６条 補助事業者は，補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡し，又は担保

に供してはならない。 

（報告の徴収） 

第１７条 市長は，補助金の適正な交付を確保するため必要があると認めるとき

は，補助事業者に対して，補助事業の実施の状況について報告を求め，又は帳

簿書類の提出を求めることができる。この場合において，補助事業者は，正当

な理由がある場合を除き，これを拒んではならない。 

（交付決定の取消し） 



 

第１８条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑵ 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

⑷ 法令若しくはこの告示に違反し，又は市長の指示に従わなかったとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか，補助金の交付が不適当と認められる事由があ

るとき。 

２ 前項の規定は，当該補助事業について第１４条に基づく交付すべき補助金の

額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は，第１項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは，

三次市ブロック塀等安全確保事業補助金交付決定取消通知書（様式第１５号）

により，その旨を補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１９条 市長は，前条の規定により，既に交付した補助金に係る交付決定を取

り消したときは，三次市ブロック塀等安全確保事業補助金返還命令書（様式第

１６号）により，当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずる

ものとする。 

（帳簿書類の整備） 

第２０条 補助事業者は，補助事業の実施並びにその収入及び支出に関する帳簿

及び書類を整備し，これらを補助事業が完了した日（補助事業の廃止の承認を

受けたときは，その承認を受けた日）の属する会計年度の終了後，５年間保存

しておかなければならない。 

（調査協力） 

第２１条 補助事業者は，補助事業に関し，市長が必要な調査をするときは，こ

れに協力するものとする。 

（その他） 

第２２条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

  附 則 

 （施行期日） 



 

１ この告示は，令和２年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は，令和５年３月３１日限り，その効力を失う。 


